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地
籍
調
査
で
は
、
地
権
者
が

土
地
境
界
の
確
認
の
立
会
を
し
、

境
界
表
示
を
打
ち
込
み
後
、
調
査

済
み
地
区
の
地
権
者
に
場
所
を
指

定
し
、
一
定
期
間
図
面
の
閲
覧
し
、

問
題
が
な
け
れ
ば
県
、
国
の
審
査

の
終
了
後
に
登
記
さ
れ
る
と
聞
い

て
い
る
。
境
界
確
認
後
の
町
有
財

産
地
は
適
正
に
管
理
が
行
わ
れ
て

い
る
か
。

　
地
籍
調
査
は
３
年
間
の
工
程
を

経
て
、
十
四
条
地
図
と
し
て
登
記

さ
れ
完
了
す
る
。
こ
の
地
図
は
現

地
で
復
元
可
能
な
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
基
に
町
有
財
産
は
境
界
確

認
の
表
示
で
適
正
に
管
理
し
て
い

る
。
境
界
の
形
状
変
更
が
さ
れ
て

い
る
場
合
は
再
度
境
界
確
認
を
す

る
。

　
　
国
に
よ
る
と
４
連
動
地
震
が

起
こ
れ
ば
町
内
は
震
度
７
の
揺
れ

と
報
道
が
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
錦

野
は
２
期
に
分
け
て
の
造
成
の
た

め
住
宅
地
に
段
差
が
あ
る
。
ま
た
、

町
内
の
他
の
宅
地
造
成
地
区
や
既

存
の
高
台
の
集
落
、
中
山
間
地
域

等
で
は
震
度
７
の
揺
れ
が
く
れ
ば

か
な
り
の
災
害
が
想
定
さ
れ
る
。

町
と
し
て
の
揺
れ
へ
の
対
策
は
。

　
揺
れ
へ
の
災
害
対
策
に
つ
い
て

は
地
区
防
災
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の

中
で
、
地
域
担
当
職
員
と
自
主
防

災
組
織
、
消
防
団
員
、
住
民
と
連

携
し
て
危
険
個
所
の
確
認
、
避
難

道
整
備
と
併
せ
て
法
面
崩
壊
対
策

等
を
進
め
る
。

　
　
町
内
で
は
４
保
育
所
の
幼
児

３
１
２
名
、
小
学
生
５
１
２
名
、

中
学
生
２
７
０
名
、合
計
１
１
０
３

名
が
通
園
、
通
学
を
し
て
い
る
。

地
震
の
避
難
時
に
落
下
物
か
ら
頭

を
守
る
た
め
に
保
育
所
、
小
、
中

学
校
へ
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
置
く
考
え

は
な
い
か
。

　
防
災
ヘ
ル
メ
ッ
ト
は
上
川
口
小

の
高
学
年
と
三
浦
小
と
佐
賀
中
の

３
校
、
防
災
頭
巾
は
佐
賀
小
と
南

郷
小
の
２
校
に
備
え
て
い
る
。
頭

巾
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
各

学
校
と
協
議
し
整
備
の
検
討
を
す

る
。

　
保
育
所
で
は
保
育
士
が
園
児
全

員
に
着
用
さ
せ
る
の
に
大
変
時
間

が
か
か
る
の
で
、
安
全
な
場
所
へ

全
員
避
難
さ
せ
る
事
を
第
一
に
考

え
て
お
り
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
等
の
購

入
計
画
は
な
い
。

　
　
幡
東
森
林
組
合
が
県
よ
り
直

接
補
助
を
受
け
旧
大
方
本
谷
か
ら

口
湊
川
間
（
７
１
５
２
ｍ
）
道
幅

３
・
６
ｍ
の
作
業
道
を
２３
年
度
で

完
成
さ
せ
て
い
る
。
佐
賀
よ
り
入

野
ま
で
の
国
道
５６
号
は
地
震
に
よ

る
大
津
波
が
起
こ
れ
ば
甚
大
な
被

害
が
予
想
さ
れ
る
。

　
災
害
時
の
重
要
な
迂
回
路
と
し

て
利
用
す
る
た
め
に
は
全
面
舗
装

が
必
要
で
あ
る
。
現
在
の
作
業
道

を
林
道
へ
格
上
す
る
考
え
は
な
い

か
。

　
震
災
対
策
事
業
、
町
道
改
良
事

業
の
遅
れ
が
あ
る
中
で
、
こ
の
路

線
が
災
害
避
難
道
と
し
て
、
位
置

付
け
が
で
き
る
か
、
森
林
施
業
計

画
も
含
め
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
、
直
ち
に
申
請
の
手
続

の
考
え
は
な
い
。


